
                     第 8 3号 議 案  

                             

令 和 ８ 年 ２ 月 1 2日 

任 用 給 与 課 

 

 

 

「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見聴取について 

 

 

  地方公務員法第５条第２項に基づき、令和８年２月10日付７議事第330号をもって東京都議

会議長より照会のあった議案（別添）に係る意見については、下記のとおり回答する。 

 

記 

 

議 案 名 

１ 第53号議案 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

２ 第56号議案 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

３ 第57号議案 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一
部を改正する条例 

４ 第58号議案 学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

５ 第85号議案 警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

６ 第87号議案 東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

意  見 

異議ありません。 

  



１ 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

学校教育法等の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文  内           容 

職 員 の 定 義 

第２条第１項第１号 
      第２号 

産 業 教 育 手 当 

第15条の４第１項 

定 時 制 通 信 

教 育 手 当 

第15条の５第１項 

義 務 教 育 等 

教 育 特 別 手 当 

第24条の３第４項 
 

【主務教諭の設置に伴う文言整備】 

〇 令和８年４月施行の学校教育法の改正により新たな職として学校に置

くことができるとされた「主務教諭」の設置に伴い文言整備を実施 

○ 都においては、「主務教諭」に相当する特に高度の知識又は経験を必要

とする教諭の職として「主任教諭」を独自に設置しており、教育委員会

所管の「東京都立学校の管理運営に関する規則（以下、「管理運営規則」

という。）」で位置付けている。 

 

 （第２条第１項第１号の例）～その他の項目も同様の改正～ 

「都立学校の（略）主幹教諭、指導教諭、教諭（略）」  

→「都立学校の（略）主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭（略）」 

 ※ 都においては、給料表の級について、従来から主任教諭が３級、それ

以外の教諭が２級と位置付けられている。 

 

別 表 第 一 

イ 

【主務教諭の設置に伴う等級別基準職務表の文言整備】 

〇 教育職給料表の等級別基準職務表の基準となる職務について、主務教

諭の設置に伴う管理運営規則の改正に基づき、文言整備を実施 

職務の級 現行 改正後 

三級 

小学校、中学校、義務

教育学校、高等学校又

は特別支援学校の主

任教諭、主任養護教諭

又は主任栄養教諭の

職務 

小学校、中学校、義務

教育学校、高等学校又

は特別支援学校の主

務教諭の職務 

 

施 行 期 日 

附則 

令和８年４月１日 

 

以下の「２」及び「３」について、「１」の主務教諭の設置に伴う文言整備と同様の改正を行う。 

２ 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の

一部を改正する条例 

３ 学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 
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４ 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

学校教育法等の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文  内           容 

職 員 の 定 義 

第２条第１項第１号 
      第２号 

主務教諭の設置に伴い、「１」と同様の文言整備を実施 

業 務 量 管 理 ・ 

健 康 確 保 措 置 

第４条の２ 

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第７条の

改正による文言整備 

第４条の２の見出し 

「（教育職員等の業務量の適切な管理等に関する措置）」 

→「（業務量管理・健康確保措置）」 

施 行 期 日 

附則 

令和８年４月１日 
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５ 警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

特殊勤務手当の支給対象業務の新設等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内           容 

特 別 救 助 手 当 

第15条 

第１項第２号（新設） 

 

第２項第２号（新設） 

 

第２項第３号（増額） 

（改正前第２号） 

 

 第３項 

 

【支給対象となる業務の新設及び手当額の増額】 

〇 他自治体の公安委員会から災害※に係る援助の要求があり、派遣された

職員が区域内において、被災者の救助等の活動に従事した場合【新設】 
 ※自然災害、列車の転覆、爆発、水難その他の災害 

 従事した日一日につき1,080円 【新設】 

 

〇 避難指示等の措置がなされた区域内において、派遣された職員が被災

者の救助等の活動に従事した場合 

    従事した日一日につき1,680円 → 2,160円 【増額】 

〇 日没時から日出時までの間に従事した場合の手当額加算の対象業務

に、新設の第１項第２号を追加 

 

【文言整備】 

  〇 号の新設に伴い、１号ずつ繰下げ 

本 体 附 則 

本体附則第５項 

【新設による号の繰下げ及び特別救助手当額の改正に伴う整備】 

○ 東日本大震災に伴い設けられた、特例で5,040円を支給することを可能

とする特別救助手当に係る読替え規定について、上記第15条第１項第２

号の新設による号の繰下げと手当額の改正を反映 

施 行 期 日 
附則第１項 

令和８年４月１日 

経 過 措 置 

附則第２項 

    第３項 

〇 施行日前に従事した業務について、施行日以後に支給する場合は、 

なお従前の例による。 

  〇 二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用 

し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。 
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６ 東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

特殊勤務手当の支給対象業務の新設等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内           容 

救 出 救 助 手 当 

第７条 

第１項第４号（新設） 

 

第２項第４号（新設） 

 

第２項第３号（増額） 

【支給対象となる業務の新設及び手当額の増額】 

〇 災害が発生した市町村での緊急消防援助隊の活動に、派遣された職員

が従事した場合  【新設】 

  

従事した日一日につき1,080円 【新設】 

 

〇 避難指示等の措置がなされた区域内において、派遣された職員が被災

者の救助等の活動に従事した場合 

    従事した日一日につき1,680円 → 2,160円 【増額】 

救 急 手 当 

第４条 

 【救急手当の支給区分の見直しに伴う、支給上限額の見直し】 

  〇 救急事故等に出場し、救急業務等に従事した職員に支給される手当額 

    従事した回数一回につき 

現 行：710円（500円＋車内消毒に従事した場合210円） 

     改正後：670円（460円＋車内消毒に従事した場合210円） 

を超えない範囲内において規則で規定 

  
※ 規則（東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則）におい

て、支給区分（１時間未満・１時間以上）の廃止・統合、手当額の見
直しを予定 

 

 

本 体 附 則 

本体附則第４項 

 

【救出救助手当額の改正に伴う整備】 

○ 東日本大震災に伴い設けられた、特例で5,040円を支給することを可能

とする救出救助手当に係る読替え規定について、手当額の改正を反映 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和８年４月１日 

 

経 過 措 置 

附則第２項 

    第３項 

〇 施行日前に従事した業務について、施行日以後に支給する場合は、 

なお従前の例による。 

  〇 二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用 

し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。 
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７議事第３３０号  

令和８年２月１０日  

 

 東京都人事委員会委員長 

     中 西  充  殿 

 

 

                         東京都議会議長 

増 子 博 樹  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見聴取について（照会） 

 

 

 令和８年第１回定例会に提出のため、知事から送付された下記議案について、地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５条第２項の規定により、貴委員会の意見を求

めます。 

 

 

記 

 

 

１ 第 ５３ 号議案 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例 

２ 第 ５６ 号議案 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

３ 第 ５７ 号議案 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関す

る条例の一部を改正する条例 

４ 第 ５８ 号議案 学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

５ 第 ８５ 号議案 警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

６ 第 ８７ 号議案 東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例 
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～ 目 次 ～ 

１ 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（２頁） 

２ 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（３頁） 

３ 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例

（４頁） 

４ 学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（５頁） 

５ 警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（６頁） 

６ 東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（８頁） 

 

条 例 改 正 案 文 一 覧 

別 添 
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一

第
五

十

三
号
議
案
　
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

8 . 第 1 回 定 例 会

第
五
十
三
号
議
案

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　
令
和
八
年
二
月
十
八
日

�

提
出
者
　
　
東
京
都
知
事
　
　
小
　
　
池
　
　
百
　
　
合
　
　
子
　
　
　
　
　

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

　
第
四
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
）
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施

行
に
よ
る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
等
の
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
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一

第
五

十

六
号
議
案
　
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

8 . 第 1 回 定 例 会

第
五
十
六
号
議
案

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　
令
和
八
年
二
月
十
八
日

�

提
出
者
　
　
東
京
都
知
事
　
　
小
　
　
池
　
　
百
　
　
合
　
　
子
　
　
　
　
　

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
十
五
条
の
四
第
一
項
、
第
十
五
条
の
五
第
一
項
並
び
に
第
二
十
四
条
の
三
第
四
項
中
「
指
導
教
諭
」
の

下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

　
別
表
第
一
イ
の
部
三
級
の
項
中
「
主
任
教
諭
、
主
任
養
護
教
諭
又
は
主
任
栄
養
教
諭
」
を
「
主
務
教
諭
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施

行
に
よ
る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
等
の
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
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一

第
五

十

七
号
議
案
　
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

8 . 第 1 回 定 例 会

第
五
十
七
号
議
案

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　
令
和
八
年
二
月
十
八
日

�

提
出
者
　
　
東
京
都
知
事
　
　
小
　
　
池
　
　
百
　
　
合
　
　
子
　
　
　
　
　

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
第
二
条
第
二
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施

行
に
よ
る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
等
の
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
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一

第
五

十

八
号
議
案
　
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

8 . 第 1 回 定 例 会

第
五
十
八
号
議
案

学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　
令
和
八
年
二
月
十
八
日

�

提
出
者
　
　
東
京
都
知
事
　
　
小
　
　
池
　
　
百
　
　
合
　
　
子
　
　
　
　
　

学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
二
十
一
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
十
二
条
第
一
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施

行
に
よ
る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
改
正
等
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。

5



一

第
八

十

五
号
議
案
　
警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

8 . 第 1 回 定 例 会

第
八
十
五
号
議
案

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
八
年
二
月
十
八
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
の
災
害
」
の
下
に
「
（
次
号
に
お
い
て
「
災
害
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第

二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
援
助
の
要
求
（
災
害
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り

派
遣
さ
れ
た
道
府
県
警
察
の
管
轄
区
域
内
に
お
け
る
被
災
者
の
救
難
、
救
助
、
警
戒
警
備
そ
の
他
の
警
察
活
動

　

第
十
五
条
第
二
項
第
三
号
中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
前
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
前
項
第
二
号
」
を

「
前
項
第
三
号
」
に
、
「
千
六
百
八
十
円
」
を
「
二
千
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。

　

二　

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務　

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
千
八
十
円

　

第
十
五
条
第
三
項
中
「
又
は
第
二
号
」
を
「
、
第
二
号
又
は
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に

改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
四
号
」
に
、
「
同
項
第
三
号
」
を
「
同
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
四
項
中
「
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
」
を
削
る
。

　

附
則
第
五
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
」
に
、
「
同
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
三
号
」

に
、
「
千
六
百
八
十
円
」
を
「
二
千
百
六
十
円
」
に
改
め
る
。
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二

　

附
則
第
七
項
中
「
同
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例

に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
特
殊
勤
務
手
当
で
、
施
行
日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。 

３　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
二
暦
日
に
わ
た
る
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
以
後

に
始
ま
る
勤
務
か
ら
適
用
し
、
施
行
日
前
か
ら
始
ま
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
提
案
理
由
）

　

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
範
囲
及
び
支
給
額
を
改
め
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
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一

第
八

十

七
号
議
案
　
東
京
消
防
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

8 . 第 1 回 定 例 会

第
八
十
七
号
議
案

東
京
消
防
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
八
年
二
月
十
八
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

東
京
消
防
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

東
京
消
防
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
二
項
中
「
七
百
十
円
」
を
「
六
百
七
十
円
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四　

消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
災
害
が
発
生
し
た
市
町
村
で
の
緊
急
消
防
援
助
隊
の

活
動

　

第
七
条
第
二
項
第
三
号
中
「
千
六
百
八
十
円
」
を
「
二
千
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四　

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務　

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
千
八
十
円

　

附
則
第
三
項
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
」
を
削
る
。

　

附
則
第
四
項
中
「
千
六
百
八
十
円
」
を
「
二
千
百
六
十
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
消
防
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る

条
例
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
特
殊
勤
務
手
当
で
、
施
行
日
以
後
に
支
給
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

8



二

３　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
消
防
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
二
暦
日
に
わ
た
る
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日

以
後
に
始
ま
る
勤
務
か
ら
適
用
し
、
施
行
日
前
か
ら
始
ま
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
提
案
理
由
）

　

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
範
囲
及
び
支
給
額
を
改
め
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
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学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

改
正
案 

現
行 

第
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条 

（
略
） 

（
職
員
の
定
義
） 

（
職
員
の
定
義
） 

第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
条 

（
略
） 

一 

都
立
学
校
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務

教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師

（
常
時
勤
務
の
者
及
び
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定

す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
実
習
助
手
、
寄
宿
舎

指
導
員
、
事
務
職
員
、
技
術
職
員
及
び
学
校
栄
養
職
員 

一 

都
立
学
校
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教

諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
（
常
時
勤

務
の
者
及
び
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時

間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

と
い
う
。
）
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
実
習
助
手
、
寄
宿
舎
指
導
員
、

事
務
職
員
、
技
術
職
員
及
び
学
校
栄
養
職
員 

二 

区
市
町
村
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教
育
学
校

の
前
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
校
長
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程

に
あ
つ
て
は
、
当
該
課
程
の
属
す
る
中
等
教
育
学
校
の
校
長
と
す

る
。
）
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教

諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
寄
宿
舎

指
導
員
、
事
務
職
員
及
び
学
校
栄
養
職
員
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九

年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
施
設
（
以
下
「
共
同
調
理

場
」
と
い
う
。
）
の
当
該
職
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
） 

二 

区
市
町
村
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教
育
学
校

の
前
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
校
長
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程

に
あ
つ
て
は
、
当
該
課
程
の
属
す
る
中
等
教
育
学
校
の
校
長
と
す

る
。
）
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教

諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
事

務
職
員
及
び
学
校
栄
養
職
員
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百

六
十
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
施
設
（
以
下
「
共
同
調
理
場
」
と
い

う
。
）
の
当
該
職
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 
２ 
（
略
） 

第
三
条
か
ら
第
十
五
条
の
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条
か
ら
第
十
五
条
の
三
ま
で 

（
略
） 

（
産
業
教
育
手
当
） 

（
産
業
教
育
手
当
） 

第
十
五
条
の
四 

農
業
、
水
産
又
は
工
業
に
関
す
る
課
程
を
置
く
高
等
学
校
の

副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
又

第
十
五
条
の
四 
農
業
、
水
産
又
は
工
業
に
関
す
る
課
程
を
置
く
高
等
学
校
の

副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
又
は
講
師
で
、
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は
講
師
で
、
高
等
学
校
の
農
業
若
し
く
は
農
業
実
習
、
水
産
若
し
く
は
水
産

実
習
又
は
工
業
若
し
く
は
工
業
実
習
の
教
諭
又
は
助
教
諭
の
免
許
状
を
有
す

る
者
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
附
則
第

二
項
及
び
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
五
十
八
号
）
附
則
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
高
等
学

校
の
農
業
、
農
業
実
習
、
水
産
、
水
産
実
習
、
工
業
又
は
工
業
実
習
を
担
任

す
る
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教
諭
又
は
講
師
の
職
に
あ
る
こ

と
が
で
き
る
者
を
含
む
。
）
が
、
当
該
農
業
、
水
産
又
は
工
業
に
関
す
る
課

程
に
お
い
て
、
実
習
を
伴
う
農
業
、
水
産
又
は
工
業
に
関
す
る
科
目
を
主
と

し
て
担
任
す
る
場
合
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
給
料
月
額
の
百
分

の
八
に
相
当
す
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
産
業
教
育
手
当
を
支

給
す
る
。 

高
等
学
校
の
農
業
若
し
く
は
農
業
実
習
、
水
産
若
し
く
は
水
産
実
習
又
は
工

業
若
し
く
は
工
業
実
習
の
教
諭
又
は
助
教
諭
の
免
許
状
を
有
す
る
者
（
教
育

職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
附
則
第
二
項
及
び
教

育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
五
十

八
号
）
附
則
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
高
等
学
校
の
農
業
、

農
業
実
習
、
水
産
、
水
産
実
習
、
工
業
又
は
工
業
実
習
を
担
任
す
る
主
幹
教

諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
又
は
講
師
の
職
に
あ
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
含

む
。
）
が
、
当
該
農
業
、
水
産
又
は
工
業
に
関
す
る
課
程
に
お
い
て
、
実
習

を
伴
う
農
業
、
水
産
又
は
工
業
に
関
す
る
科
目
を
主
と
し
て
担
任
す
る
場
合

は
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
給
料
月
額
の
百
分
の
八
に
相
当
す
る
額

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
産
業
教
育
手
当
を
支
給
す
る
。 

２
及
び
３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
及
び
３ 

（
略
） 

（
定
時
制
通
信
教
育
手
当
） 

（
定
時
制
通
信
教
育
手
当
） 

第
十
五
条
の
五 

都
立
の
高
等
学
校
で
、
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程

を
置
く
も
の
の
校
長
並
び
に
定
時
制
の
課
程
に
関
す
る
校
務
を
つ
か
さ
ど
る

副
校
長
及
び
当
該
校
務
を
整
理
す
る
教
頭
並
び
に
本
務
と
し
て
定
時
制
の
課

程
又
は
通
信
制
の
課
程
で
行
う
教
育
に
従
事
す
る
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、

主
務
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講

師
及
び
実
習
助
手
に
は
、
そ
の
者
の
給
料
月
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
額

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
定
時
制
通
信
教
育
手
当
を
支
給
す
る
。 

第
十
五
条
の
五 

都
立
の
高
等
学
校
で
、
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程

を
置
く
も
の
の
校
長
並
び
に
定
時
制
の
課
程
に
関
す
る
校
務
を
つ
か
さ
ど
る

副
校
長
及
び
当
該
校
務
を
整
理
す
る
教
頭
並
び
に
本
務
と
し
て
定
時
制
の
課

程
又
は
通
信
制
の
課
程
で
行
う
教
育
に
従
事
す
る
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、

教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
及
び
実
習

助
手
に
は
、
そ
の
者
の
給
料
月
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
額
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
、
定
時
制
通
信
教
育
手
当
を
支
給
す
る
。 

２
及
び
３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
及
び
３ 

（
略
） 

第
十
六
条
か
ら
第
二
十
四
条
の
二
の
五
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
六
条
か
ら
第
二
十
四
条
の
二
の
五
ま
で 

（
略
） 

（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
） 

（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
） 

第
二
十
四
条
の
三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
四
条
の
三 
（
略
） 
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２
及
び
３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
及
び
３ 

（
略
） 

４ 

第
一
項
及
び
前
項
に
お
い
て
「
教
育
職
員
等
」
と
は
、
校
長
、
副
校
長
、

教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
そ
の
他
の
職

員
で
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い

う
。 

４ 

第
一
項
及
び
前
項
に
お
い
て
「
教
育
職
員
等
」
と
は
、
校
長
、
副
校
長
、

教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委

員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

５ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

５ 

（
略
） 

第
二
十
四
条
の
四
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
四
条
の
四
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
（
第
六
条
関
係
） 

別
表
第
一
（
第
六
条
関
係
） 

イ 

教
育
職
給
料
表 

等
級
別
基
準
職
務
表 

 

 

職
務
の
級 
基
準
と
な
る
職
務 

 

一
級
及
び

二
級 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

三
級 

小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等

教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
主
務
教
諭
の
職
務 

 

 

四
級
か
ら

六
級
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

イ 

教
育
職
給
料
表 

等
級
別
基
準
職
務
表 

 

職
務
の
級 

基
準
と
な
る
職
務 

 

一
級
及
び

二
級 

（
略
） 

 

三
級 

小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等

教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
主
任
教
諭
、
主
任
養
護

教
諭
又
は
主
任
栄
養
教
諭
の
職
務 

 

四
級
か
ら

六
級
ま
で 

（
略
） 

ロ
か
ら
ホ
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

ロ
か
ら
ホ
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三 

（
現
行
の
と
お
り
） 
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三 

（
略
） 
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義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
条
例
第
十
二
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条 

（
略
） 

（
定
義
） 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
「
教
育
職
員
」
と
は
、
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、

主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教

諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
（
常
時
勤
務
の
者
及
び
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条

の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
に
限
る
。
）
、
実
習

助
手
及
び
寄
宿
舎
指
導
員
を
い
う
。 

２ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
「
教
育
職
員
」
と
は
、
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、

主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護

助
教
諭
、
講
師
（
常
時
勤
務
の
者
及
び
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第

一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
に
限
る
。
）
、
実
習
助
手

及
び
寄
宿
舎
指
導
員
を
い
う
。 

第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で 

（
略
） 
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学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
二
十
一
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

（
略
） 

（
有
害
薬
品
取
扱
手
当
） 

（
有
害
薬
品
取
扱
手
当
） 

第
十
二
条 

有
害
薬
品
取
扱
手
当
は
、
都
立
の
高
等
学
校
の
工
業
に
関
す
る
学

科
に
お
い
て
実
習
を
補
助
す
る
実
習
助
手
が
、
健
康
に
有
害
な
薬
品
に
接

し
、
若
し
く
は
薬
品
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
有
害
な
ガ
ス
の

中
で
、
常
時
、
実
習
の
補
助
業
務
に
従
事
し
た
と
き
又
は
都
立
の
高
等
学
校

の
農
業
に
関
す
る
学
科
若
し
く
は
東
京
都
立
青
梅
総
合
高
等
学
校
総
合
学

科
に
お
い
て
本
務
と
し
て
実
習
の
業
務
を
行
う
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主

務
教
諭
、
教
諭
若
し
く
は
実
習
助
手
が
、
健
康
に
著
し
く
有
害
な
農
薬
の
散

布
に
従
事
し
た
と
き
に
支
給
す
る
。 

第
十
二
条 

有
害
薬
品
取
扱
手
当
は
、
都
立
の
高
等
学
校
の
工
業
に
関
す
る
学

科
に
お
い
て
実
習
を
補
助
す
る
実
習
助
手
が
、
健
康
に
有
害
な
薬
品
に
接

し
、
若
し
く
は
薬
品
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
有
害
な
ガ
ス
の

中
で
、
常
時
、
実
習
の
補
助
業
務
に
従
事
し
た
と
き
又
は
都
立
の
高
等
学
校

の
農
業
に
関
す
る
学
科
若
し
く
は
東
京
都
立
青
梅
総
合
高
等
学
校
総
合
学

科
に
お
い
て
本
務
と
し
て
実
習
の
業
務
を
行
う
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教

諭
若
し
く
は
実
習
助
手
が
、
健
康
に
著
し
く
有
害
な
農
薬
の
散
布
に
従
事
し

た
と
き
に
支
給
す
る
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

第
十
三
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
三
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
略
） 
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学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
四
十
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

第
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条 

（
略
） 

（
職
員
の
定
義
） 

（
職
員
の
定
義
） 

第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
条 

（
略
） 

一 

都
立
学
校
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教

諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
（
都

立
学
校
等
に
勤
務
す
る
講
師
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
九
年

東
京
都
条
例
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
時
間
講
師
及
び
同

条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
勤
講
師
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
実
習
助
手
、

寄
宿
舎
指
導
員
、
事
務
職
員
、
技
術
職
員
及
び
学
校
栄
養
職
員 

一 

都
立
学
校
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、

養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
（
都
立
学
校
等
に

勤
務
す
る
講
師
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
条
例
第

三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
時
間
講
師
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
日
勤
講
師
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
実
習
助
手
、
寄
宿
舎
指
導
員
、

事
務
職
員
、
技
術
職
員
及
び
学
校
栄
養
職
員 

二 

区
市
町
村
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の

前
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
校
長
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に

あ
っ
て
は
、
当
該
課
程
の
属
す
る
中
等
教
育
学
校
の
校
長
と
す
る
。
）
、
副

校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、

栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
事
務
職
員

及
び
学
校
栄
養
職
員
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）

第
六
条
に
規
定
す
る
施
設
の
当
該
職
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
） 

二 

区
市
町
村
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の

前
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
校
長
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に

あ
っ
て
は
、
当
該
課
程
の
属
す
る
中
等
教
育
学
校
の
校
長
と
す
る
。
）
、
副

校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、

助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
事
務
職
員
及
び
学
校
栄

養
職
員
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
六
条
に
規

定
す
る
施
設
の
当
該
職
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

第
三
条
及
び
第
四
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条
及
び
第
四
条 

（
略
） 

（
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
） 
（
教
育
職
員
等
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
等
に
関
す
る
措
置
） 

第
四
条
の
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
四
条
の
二 

（
略
） 

第
五
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
五
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
略
） 
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警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
四
十
四
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 

 

行 

第
一
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
特
別
救
助
手
当
） 

第
十
五
条 
特
別
救
助
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
た
職
員
に
支
給
す

る
。 

一 

自
然
災
害
、
列
車
の
転
覆
、
爆
発
、
水
難
そ
の
他
の
災
害
（
次
号
に
お
い
て

「
災
害
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
被
災
者
の
救
難
又
は
救
助 

二 

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
援
助
の
要
求
（
災
害
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
道

府
県
警
察
の
管
轄
区
域
内
に
お
け
る
被
災
者
の
救
難
、
救
助
、
警
戒
警
備
そ
の

他
の
警
察
活
動 

三 

災
害
対
策
基
本
法
第
六
十
条
又
は
第
六
十
三
条
、
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措

置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
十
六
条
そ
の
他
の
法
令
の
規

定
に
基
づ
き
、
避
難
指
示
、
立
入
禁
止
、
退
去
命
令
等
の
措
置
が
な
さ
れ
た
区

域
内
に
お
け
る
被
災
者
の
救
難
、
救
助
、
警
戒
警
備
そ
の
他
の
警
察
活
動 

四 

国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
九
十
三

号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
国
際
緊
急
援
助
活
動 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会

の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
。 

一 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務 

勤
務
一
回
に
つ
き
八
百
四
十
円 

 

二 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務 

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
千
八
十
円 

 

三 

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務 

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
二
千
百
六
十
円 

第
一
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で 

（
略
） 

（
特
別
救
助
手
当
） 

第
十
五
条 

特
別
救
助
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
た
職
員
に
支
給
す

る
。 

一 

自
然
災
害
、
列
車
の
転
覆
、
爆
発
、
水
難
そ
の
他
の
災
害
に
お
け
る
被
災
者

の
救
難
又
は
救
助 

（
新
設
） 

   

二 

災
害
対
策
基
本
法
第
六
十
条
又
は
第
六
十
三
条
、
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措

置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
十
六
条
そ
の
他
の
法
令
の
規

定
に
基
づ
き
、
避
難
指
示
、
立
入
禁
止
、
退
去
命
令
等
の
措
置
が
な
さ
れ
た
区

域
内
に
お
け
る
被
災
者
の
救
難
、
救
助
、
警
戒
警
備
そ
の
他
の
警
察
活
動 

三 

国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
九
十
三

号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
国
際
緊
急
援
助
活
動 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会

の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
。 

一 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務 

勤
務
一
回
に
つ
き
八
百
四
十
円 

 
（
新
設
） 

二 
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務 

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
千
六
百
八
十
円 
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四 

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務 

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
四
千
円 

３ 
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
日
没
時
か
ら
日
出
時

ま
で
の
間
に
従
事
し
た
場
合
の
同
項
に
規
定
す
る
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
手
当
の
額

に
そ
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員

会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。 

４ 

災
害
対
策
基
本
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
緊
急
災
害
対
策

本
部
が
設
置
さ
れ
た
災
害
に
お
い
て
、
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し

た
場
合
の
同
項
に
規
定
す
る
手
当
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
従

事
し
た
日
一
日
に
つ
き
五
千
四
十
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
人
事
委
員

会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。 

５ 

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
、
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る
も
の

（
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
同
項
に

規
定
す
る
手
当
の
額
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
四
号
に
定
め

る
手
当
の
額
に
そ
の
百
分
の
五
十
（
当
該
業
務
が
心
身
に
著
し
い
緊
張
を
与
え
る

も
の
（
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て

は
、
百
分
の
百
）
に
相
当
す
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
の

承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。 

第
十
六
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 
 

 

附 

則 

１
か
ら
３
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

４ 

東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋

沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
際
し
て
、
職
員
が
警
察
法
第
六
十
条
第
一
項
又
は
第
六
十
一

条
の
規
定
に
よ
り
、
災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
く
警
戒
区
域
、
原
子
力
災
害
対
策

三 

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務 

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
四
千
円 

３ 

第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
日
没
時
か
ら
日
出
時
ま
で
の

間
に
従
事
し
た
場
合
の
同
項
に
規
定
す
る
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
定
め
る
手
当
の
額
に
そ
の
百
分
の

五
十
に
相
当
す
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得

て
規
則
で
定
め
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。 

４ 

災
害
対
策
基
本
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
緊
急
災
害
対
策

本
部
が
設
置
さ
れ
た
災
害
に
お
い
て
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し

た
場
合
の
同
項
に
規
定
す
る
手
当
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
従

事
し
た
日
一
日
に
つ
き
五
千
四
十
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
人
事
委
員

会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。 

５ 

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
、
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る
も
の

（
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
同
項
に

規
定
す
る
手
当
の
額
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
三
号
に
定
め

る
手
当
の
額
に
そ
の
百
分
の
五
十
（
当
該
業
務
が
心
身
に
著
し
い
緊
張
を
与
え
る

も
の
（
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て

は
、
百
分
の
百
）
に
相
当
す
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
の

承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。 

第
十
六
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で 

（
略
） 

 
 

 

附 

則 

１
か
ら
３
ま
で 

（
略
） 

４ 

東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋

沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
際
し
て
、
職
員
が
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十

二
号
）
第
六
十
条
第
一
項
又
は
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
災
害
対
策
基
本
法

8



 

特
別
措
置
法
に
基
づ
く
緊
急
事
態
応
急
対
策
実
施
区
域
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る

危
険
な
区
域
（
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に

派
遣
さ
れ
、
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
の
爆
発

物
等
処
理
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
五
千
五
百
円
」
と
あ
る
の
は
、

「
四
万
二
千
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

５ 

東
日
本
大
震
災
に
際
し
て
、
職
員
が
警
察
法
第
六
十
条
第
一
項
又
は
第
六
十
一

条
の
規
定
に
よ
り
、
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
区
域
に
派
遣
さ
れ
、

引
き
続
き
五
日
以
上
同
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
、
又
は
著
し
く
危
険

な
区
域
（
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い

て
同
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
の
特
別
救
助
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

は
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
二
千
百
六
十
円
」
と
あ
る
の
は
、「
五
千
四
十
円
」

と
読
み
替
え
て
、
同
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

６ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

７ 

第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
特
別
救
助
手
当
の
支

給
を
受
け
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。 

に
基
づ
く
警
戒
区
域
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
緊
急
事
態
応
急

対
策
実
施
区
域
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
危
険
な
区
域
（
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得

て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
派
遣
さ
れ
、
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に

掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
の
爆
発
物
等
処
理
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同

号
中
「
五
千
五
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
万
二
千
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
号

の
規
定
を
適
用
す
る
。 

５ 

東
日
本
大
震
災
に
際
し
て
、
職
員
が
警
察
法
第
六
十
条
第
一
項
又
は
第
六
十
一

条
の
規
定
に
よ
り
、
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
区
域
に
派
遣
さ
れ
、

引
き
続
き
五
日
以
上
同
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
、
又
は
著
し
く
危
険

な
区
域
（
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い

て
同
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
の
特
別
救
助
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

は
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
千
六
百
八
十
円
」
と
あ
る
の
は
、「
五
千
四
十
円
」

と
読
み
替
え
て
、
同
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

６ 

（
略
） 

７ 

第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
特
別
救
助
手
当
の
支

給
を
受
け
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。 
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東
京
消
防
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
四
十
七
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で 

（
略
） 

（
救
急
手
当
） 

第
四
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
救
急
手
当
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
手
当
の
額
は
、
従
事
し
た
回
数
一
回
に
つ
き
六
百
七
十

円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定

め
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
手
当
の
額
は
、
従
事
し
た
回
数
一
回
に
つ
き
七
百
十 

円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定

め
る
。 

第
五
条
及
び
第
六
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
五
条
及
び
第
六
条 

（
略
） 

（
救
出
救
助
手
当
） 

（
救
出
救
助
手
当
） 

第
七
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
七
条 

（
略
） 

一
か
ら
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一
か
ら
三
ま
で 

（
略
） 

四 

消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
四
十
五
条

の
規
定
に
よ
る
災
害
が
発
生
し
た
市
町
村
で
の
緊
急
消
防
援
助
隊
の
活

動 

（
新
設
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

一
及
び
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

三 

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務 

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
二
千
百
六

十
円 

 

四 

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務 

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
千
八
十
円 

２ 

（
略
） 

 

一
及
び
二 

（
略
） 

 

三 

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務 

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
千
六
百
八

十
円 

 

（
新
設
） 

３
及
び
４ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３
及
び
４ 
（
略
） 

第
八
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
八
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
略
） 
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附 

則 
 

 
 

附 

則 

１
及
び
２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

１
及
び
２ 

（
略
） 

３ 
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太

平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
際
し
て
、
職
員
が
消
防
組
織
法
第
四
十
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
消
防
援
助
隊
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
緊
急
消

防
援
助
隊
」
と
い
う
。
）
と
し
て
災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
く
警
戒
区
域
、

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
緊
急
事
態
応
急
対
策
実
施
区
域

又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
危
険
な
区
域
（
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
規
則
で

定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
派
遣
さ
れ
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
消
防

活
動
に
従
事
し
た
場
合
の
出
動
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中

「
五
千
五
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
万
二
千
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項

の
規
定
を
適
用
す
る
。 

３ 

東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太

平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
際
し
て
、
職
員
が
消
防
組
織
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
消

防
援
助
隊
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
緊
急
消
防
援
助
隊
」
と
い
う
。
）
と
し

て
災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
く
警
戒
区
域
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法

に
基
づ
く
緊
急
事
態
応
急
対
策
実
施
区
域
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
危
険
な

区
域
（
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
派

遣
さ
れ
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
消
防
活
動
に
従
事
し
た
場
合
の
出
動

手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
五
千
五
百
円
」
と
あ
る
の
は
、

「
四
万
二
千
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

４ 

東
日
本
大
震
災
に
際
し
て
、
職
員
が
緊
急
消
防
援
助
隊
と
し
て
第
七
条
第

一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
区
域
に
派
遣
さ
れ
、
引
き
続
き
五
日
以
上
同
号
に

掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
、
又
は
著
し
く
危
険
な
区
域
（
人
事
委
員
会

の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
同
号
に
掲
げ
る

業
務
に
従
事
し
た
場
合
の
救
出
救
助
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二

項
第
三
号
中
「
二
千
百
六
十
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
千
四
十
円
」
と
読
み

替
え
て
、
同
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

５
及
び
６ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

４ 

東
日
本
大
震
災
に
際
し
て
、
職
員
が
緊
急
消
防
援
助
隊
と
し
て
第
七
条
第

一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
区
域
に
派
遣
さ
れ
、
引
き
続
き
五
日
以
上
同
号
に

掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
、
又
は
著
し
く
危
険
な
区
域
（
人
事
委
員
会

の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
同
号
に
掲
げ
る

業
務
に
従
事
し
た
場
合
の
救
出
救
助
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二

項
第
三
号
中
「
千
六
百
八
十
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
千
四
十
円
」
と
読
み

替
え
て
、
同
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

５
及
び
６ 

（
略
） 
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